
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民税・県民税 納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

 

 １月１日にさいたま市に住んでいて、前の年に日本での収入があった場合は、さいたま市に市民税・

県民税（これらを「住民税」と呼ぶこともあります。）を払う必要があります。払う金額は、前の年の

収入によって決まります。 

① 電話での問い合わ

せの時には、この番号

を伝えてください。 

※日本語のみ対応でき

ます。 

②  あなたの１月１日

の住所が書かれていま

す。 

③ あなたの前の年の

収入金額などが書かれ

ています。 

④ あなたが自分で直

接払う必要がある市

民税・県民税の金額

と、支払いの期限で

す。 

※口座振替（銀行口座

から自動で税金を払

うこと）の手続きをし

ていれば、その金額も

含みます。 

⑤ あなたの市民税・

県民税の１年分の合

計金額です。 

※会社などがあなた

の給料から引いて、あ

なたのかわりに払う

こともあるため、④の

合計と同じにならな

いことがあります。 


